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問題と目的

　いじめ問題は，学校教育が抱える大きな問題の
一つである。平成30年度の国公私立小・中・高等
学校及び特別支援学校で認知されたいじめの件数
は，543,933件と前年度より118,089件増加してお
り，児童・生徒1,000人当たりの認知件数は，40.9
件にのぼる。
　国は，いじめを苦に子どもが自死するという痛
ましい事件が続いてきたため，いじめ問題への対
応として2013（平成25）年国会において「いじめ

防止対策推進法」を制定した。この法律で策定が
定められた「いじめ防止等のための基本的な方針」
では，各学校は実情に応じ，いじめの防止等のた
めの対策に関する基本的な方針を定めることが義
務化された。そして，学校いじめ防止基本方針に
は，いじめの防止のための取組，早期発見，いじ
め事案への対処の在り方，教育相談体制，生徒指
導体制，校内研修などを定めることが想定されて
いる。教員は，いじめに対する資質・能力を向上
させるために，校内研修で学ぶことが義務づけら
れている。

要　約

　本研究の目的は，従来型の事例検討によるいじめ研修会と認知行動療法の知見を加えた研修会の2種類
の研修プログラムを作成し，その有効性と順序性の効果について，いじめ対応固有の教師効力感により検
証しようとしたものである。研究1では，中学校教員を対象に調査を行い，「加害者指導」，「ルールに沿っ
た手続き」，「早期発見」の３下位尺度を持つ，いじめ対応教師効力感尺度を作成した。研究2では，従来
型の事例検討による研修プログラムと，認知行動療法の視点を用いた研修プログラムを作成し，3中学校
で順序を入れ替え実施し，研究１で作成した尺度を用いてその効果を測定した。これにより，いずれの研
修会においても「加害者指導」に関する効力感は向上するが他の2つは向上しないこと，研修会の間隔が
あくと研修会の効果が消失することが明らかになった。つまり，いじめ研修会は研修内容を変えて，定期
的に行う必要があることが示された。
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　しかし，インタビュー調査をしたところ，教員
はいじめに対しての校内研修を実施した実感を
持っていない人がほとんどであった。また，いじ
めに対しての校内研修を行ったと答えた人でも，
その内容は学校いじめ防止基本方針の確認程度
で，教員のいじめ対応能力を向上させるようなも
のではなかった。
　そこで，検索エンジンでキーワード「いじめ教
員研修」で検索したところ，国立教育政策研究所
や各都道府県教育委員会から，調べられた限りで
37件のいじめ対応研修プログラムが確認できた。
分類してみると，（1）いじめ認識を点検するもの
（2）いじめ事例を取り扱うもの（3）未然防止・
早期発見・情報共有の仕方について（4）保護者，
スクールカウンセラー，他機関との連携の仕方，
（5）臨床心理学の視点を入れた研修の5種類に分
類することができると考えられた。この5種類の
研修プログラムの件数を Figure１に示した。グ
ラフから分かるように，いじめ研修プログラムは，
いじめ事例を取り扱う研修会が一般的である。東
京都教育委員会のいじめ事例の研修プログラムを
みると，問題を提示し，その問題に対してどのよ
うに対応を進めるかをグループで検討する形式で
あり，この進め方がいじめ事例の一般的な研修の
進め方だと考えられた。しかし，このプログラム
では，それぞれの教師が持っている普段の力で行
おうとするため，新たな発想に至らず，教師の更
なる努力が求められる内容になることが懸念され
る。法が求めているものは，努力ではなく適切に
対処することであり，教師が求めていることはど
のように指導するかという具体的な方略であると
考えられる。
　そこでいじめ対応の先行研究を見ると，山本・
大谷・小関（2018）は，学校臨床心理学の発想を
用いることで，いじめ問題に関わる人間の心や行
動の仕組みをどのように理解したら良いのか，そ
れに基づいて何を目指せば良いのか，その間をつ
なぐ具体的な方策についてどのようにアイディア
を生み出せば良いのか，といういじめ対応に認知
行動療法を加えた新たな視点を提案している。ま

た，小関（2015）は，教員が機能的アセスメント
を行うことで対応方針を立案し，コンサルティ自
身の自発的な支援方略の立案や支援行動を高める
ことを目的とした行動コンサルテーションが有効
であることを述べている。臨床心理学の視点は，
教員の持っている力とは別の力を提供するもので
あり，いじめ対応に有効である（山本・大谷・小
関，2018）。しかし，そのような研修は調べた限
りでは２件しかなく，臨床心理学の視点を入れた
研修を増やす必要性があると考えられる。
　また，このような有益な情報が提供されても，
教員はすぐ実行に移すことができない場合が多い
と考える。支援方法に関する技術的な課題と同時
に，「子どもを上手に支援することができるのだ
ろうか」「本当にその方法を行ってよいのか自信
がない」という教師の戸惑いが出る場合が多いか
らである。有益な情報があっても，それだけでは
教師の行動に結びつかないのである。
　Bandura（1977）が提唱した社会的学習理論では，
人間が自分の行動を決定する要因として，効力期
待と結果期待の二つの先行要因を挙げている。有
益な支援方法に関する情報は結果期待に関するも
のであるが，この論によれば，有益な情報があっ
ても行動の遂行が疑われる場合には実際の行動に
結びつかない。行動の遂行の見通しである効力期
待が高まらなければ，実行されないのである。い
じめ対応にあてはめて考えると，必要な支援が実
行されるためには，教師がその遂行の見通しであ
る効力期待を獲得して，初めて行動に移すことが
できると考えられる。また，Ashton（1985）は，
「教育場面において，子どもの学習や発達に望ま
しい変化をもたらす教育的行為をとることができ
る，という教師の信念」を「教師効力感（Teacher　
Efficacy）」と定義しており，実際の教育場面での
行動に大きく影響を与えていることを明らかにし
ている。いじめに対する教師効力感については，
上村・茅野（2018）が，教員養成課程の学生がい
じめに対応することに対して不安な気持ちを抱い
ていることから，いじめ対応教師効力感尺度を作
成し，その信頼性と妥当性を検討する研究を行っ
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ている。
　今回いじめ対応の研修会の成果を見るために，
教師が研修会を受けてどのように効力感が変容し
たかを測定する。そのための尺度は，上村・茅野
（2018）のいじめ対応教師効力感尺度があるが，
これは対象が学部生で作られており，現場で働い
ている教師のための尺度は存在しない。そこで，
今回は教員対象の尺度の作成を行い，作成した教

師対象のいじめ対応教師効力感尺度を使って研修
会の成果を測定する。
　以上のことから，本研究では，従来行われてき
た事例を基に行ういじめ対応の研修会と，いじめ
対応に認知行動療法の視点を加えた研修会の２つ
を作成し，２つの研修会の有効性と順序性の効果
について，効力感の変容を測定することで確認す
ることを目的とする。

研究１－予備調査

目的

　いじめに対する教師効力感尺度を作成するため
の項目の収集・検討をし，暫定尺度を作成する。
方法

調査対象者　教職大学院生（現職院生）9名，教
職大学院生（学卒・教員採用試験合格者）1名，
スクールカウンセラー2名。幅広く項目を収集す
るため，スクールカウンセラーからも項目を収集
した。
調査時期　2019年2月・3月に実施
調査内容

　インタビュー調査として半構造化面接を行っ
た。質問の項目は，勤務経験（職場，担任歴），
いじめ予防・いじめの早期発見・いじめ対応の観
点から，現場でできること・やるべきこと，いじ
め対応を経験したとき大事にしていたこととし
た。また，現場でできること・やるべきことを挙

げてもらう際には，担任をしている場面を想像し
てもらい，できるだけ具体的に答えてもらうよう
にした。
結果

　インタビュー調査で得られた文章から，具体的
な行動を語っている部分を抜き出し，143件の切
片を抽出した。その後，抽出された項目について
KJ法を参考にした分析を行った。偏りや重複を
さけるように，心理の専門家で大学の教員1名と
大学院生5名で検討を行い，最終的に39項目を選
定した。

研究１―本調査１

目的

　予備調査で作成した暫定尺度の因子構造を検討
し，「いじめ対応教師効力感尺度」を作成する。

Figure１　いじめ対応の校内研修の件数
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方法

調査対象者

　岩手大学教職大学院連携協力校（公立５中学校）
教員１４８名（主幹教諭，指導教諭，教諭，養護
教諭，講師）
調査時期　2019年　7月実施
調査手続き

　依頼と回収：学校長あてに調査を依頼し，校長，
副校長をのぞくすべての教員を対象に，質問紙に
よる調査を依頼した。
調査材料　以下の内容によって構成される３９項
目からなる質問紙。
　いじめ対応教師効力感：予備調査で作成した
３９項目かなる暫定尺度を使用した。教示は，「あ
なたは，教師としていじめ対応を行うにあたり，
下の各項目についてどの程度自信がありますか。」
とし，それぞれの項目について「全く自信がない
（1点）」「やや自信がない（2点）」「どちらとも言
えない（3点）」「やや自信がある（4 点）」「自信
がある（5点）」の5件法で回答を求めた。
結果

　調査の結果，回答を得られたのは104名であっ
た。全39項目を用いて .40を基準に負荷量がすべ
ての因子で低い項目や複数の項目で高い負荷量を
示している項目を除き，因子分析（最尤法・プロ
マックス回転）を行った結果，28項目が残り，3
因子を抽出した（累積寄与率64.75）。Table1には，
いじめ対応教師効力感尺度のパターン行列を示し
た。
　第1因子では，「加害者がいじめ以外の行動を取
るようにさせる」「加害者の保護者の納得できる
対応をする」「いじめをしそうな生徒にいじめを
させない」などの10項目に高い負荷量が見られ
た。これらは加害者への指導のあり方だと考えら
れた。そこで，『加害者指導』と命名した。
　第2因子では，「自分の学校のいじめ基本方針を
保護者に説明する」「いじめ対策委員会にあげる
基準を理解している」などの9項目に高い負荷量
が見られた。これらはいじめ基本方針に沿って，
いじめ対応を正しく進めることだと考えられた。

そこで『ルールに沿った手続き』と命名した。
　第3因子では，「職員間で連携して対応する」「職
員間で，生徒に関することについて何でも話せる
関係を作る」「困っていそうな生徒に声をかける」
などの９項目に高い負荷量が見られた。これらは，
いじめを早期に発見するための手立てだと考えら
れた。そこで『早期発見』と命名した。
　尺度の信頼性を検討したところ，下位尺度ごと
のα係数は（.939,　.937,　.938）であり，十分な
内的一貫性が確認された。　
　また，いじめ対応教師効力感尺度の妥当性を，
いじめ問題対応教師効力感尺度（山本，2020）と
の相関から検討することとした。その相関係数を
Table２に示した。
　それぞれ山本（2020）の尺度との相関係数をみ
ると，『加害者指導』は，「防止・発見・対処」と
の相関が高い。「防止・発見・対処」の下位尺度
をみると，「いじめが起きにくい学級を作ること
ができる」「いじめを早期に発見することができ
る」「いじめを未然に防止することができる」など，
いじめ対応全般についての効力感であった。この
ことから，『加害者指導』は加害者に対する指導
だけではなく，いじめ全般の対応の力を測定した
可能性が示された。
　『ルールに沿った手続き』は，「制度の理解」
と「心理と行動の理解」との相関が高い。「制度
の理解」の下位尺度をみると，「学校のいじめ防
止基本方針の内容を理解することができる」「学
校のいじめ対応のルールを理解することができ
る」「法令が定める重大事態とは何かを理解して
いる」など，いじめに関する制度に対しての理解
について測定していることを示している。「心理
と行動の理解」の下位尺度をみると，「なぜいじ
めが起こるのか子どもの心理と行動の仕組みを理
解している」「いじめの状況に応じた対応方法を
理解している」「どの様な状況の時に子どもがい
じめをするのかを理解している」など，いじめに
関する子どもの心理や行動の理解について測定し
ている。この２つの尺度の共通点は，「知識」に
関することである。つまり，『ルールに沿った手
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Table１　いじめ対応教師効力感：因子分析の結果と下位尺度構成
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続き』は，いじめに対する知識に関する尺度であ
る可能性が示された。また，『ルールに沿った手
続き』は，知識に関することなので座学で向上さ
せることができる可能性があると考えられた。
　『早期発見』は，「聴き取る力」との相関が高
い。「聴き取る力」の下位尺度を見ると，「子ども
達から何があったのか聴き取ることができる」「加
害者の言い分を聴き取ることができる」「被害者
側から何をされたのか事実を聴き取ることができ
る」など，聴き取る技術についての力を測定して
いる。これは，早期発見のためには，聴き取ると
ころを含めて早期発見につなげている可能性があ
ることを示していると考えられた。
　この尺度の安定性に関する信頼性を測定するた
め，再テスト法によって同一のテストを同一の被
験者に1週間空けて行い，1回目と2回目のテスト
結果を比較した。再テスト法における Cronbach

のα係数は，『加害者指導』が .793，『ルールに沿っ
た手続き』は .800，『早期発見』は .811であった。
このことから，本尺度で測定できるいじめ対応教
師効力感は，安定性が確認された。

研究２―本調査1

目的

　研究１で作成した「いじめ対応教師効力感」尺
度を使用し，2種類の校内研修の効果と適切な順
序を明らかにする。
方法

調査対象者

Ａ中学校の教諭・講師24名（1回目研修会参加
者22名，2回目研修会参加者20名，2回連続研
修会参加者18名）
Ｂ・Ｃ中学校の教諭・講師21名（1回目研修会
参加者20名，2回目研修会参加者15名，2回連
続研修会参加者14名）

実施日　2019年8月から11月に実施
調査内容

　３校で２種類の校内研修会を行った。１校（A

中学校）では，1回目に認知行動療法の視点を加
えた研修会を行い，２回目にいじめ事例の研修会
を行った。他２校（B・C中学校）は，１回目に
いじめ事例の研修会を行い，２回目に認知行動療
法の視点を加えた研修会を行った。それぞれの研
修会ごとに，前後で研究１で作成した質問紙調査
を実施し，いじめに対する教師効力感を測定した。
そのデザインを Figure２で示した。

Table２　いじめ問題対応教師効力感（山本）とのPearsonの相関件数

Figure２　いじめに関する校内研修のデザイン
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検証校内研修について

ねらい　教師がいじめに対応するにあたっての自
信を向上させる。
（１）　いじめ事例の研修会の展開と内容

　いじめ事例の研修会プログラムは，約60分の内
容で実施された。前半では，いじめの現状につい
てと，いじめ対応の必要性を確認した。その後，
同じ部活の女子生徒3人A,B,Cの部活動やクラス
の中でのトラブルについての事例を提示し，3・
4人のグループごとに，その事例にどのように対
応すればよいか検討し，発表した。その概要を

Table3に示した。研修会の進め方や事例の内容に
ついては，教職大学院生2名と大学教員1名で，東
京都教育委員会のプログラムを参考に一般的ない
じめ事例を用いた研修会になるように作成した。
実施時期　2019年8月（B中学校），9月（C中学校），
10月（A中学校）
実施対象者　A中学校教諭20名，B中学校教諭11
名，C中学校教諭9名　計40名
測定手続き　指導プログラムの進行に沿い，開始
時と終了時に質問項目に回答を求めた。

（２）　認知行動療法の視点を加えた研修会の展

開と内容

　認知行動療法の視点を加えた研修会プログラム
は，約60分の内容で実施された。前半では，「い
じめ」という言葉には，多くの意味が含まれてい
ることや，加害者・被害者どちらも「支援対象者」
として対応することの必要性を確認した。その後，
いじめに関する行動事例を使いながら三項随伴性
に基づく考え方を説明し，加害者，被害者，傍観
者に対して，「きっかけ」，「行動」，「結果」のそ
れぞれにどの様な支援ができるかを考え，発表し

た。その概要を Table4に示した。研修の内容につ
いては，山本・大谷・小関（2018）を基に，教職
大学院生3名と大学教員1名で，校内研修で伝えた
いことをまとめ作成した。
実施時期　2019年8月（A中学校），11月（B・C

中学校）
実施対象者　A中学校教諭22名，B中学校教諭8名，
C中学校教諭7名　計37名
測定手続き　指導プログラムの進行に沿い，開始
時と終了時に質問項目に回答を求めた。　

Table３　校内研修プログラム（認知行動療法の視点を加えた研修会）の概要
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結果と考察

　2回の校内研修会前後のいじめ対応教師効力感

の変化について

　研修会に参加した教員の回答のうち，2種類の
研修会に参加し4回測定を行った教員（1回目に認
知行動療法の視点を加えた研修会を行い2回目に
いじめ事例の研修会を行った１８名，1回目に認
知行動療法の視点を加えた研修会を行い2回目に
いじめ事例の研修会を行った14名）を分析対象と
した。
　下位尺度ごと（『加害者指導』，『ルールに沿っ
た手続き』，『早期発見』）に，各学校の教員（2回
研修会に参加した，18名と14名）の下位尺度得点
について，順序（認知行動―事例と事例―認知行
動）と，時期（2回の校内研修実施前後）を要因
とする，2×4（順序×時期）の2要因の分散分析
を行った。その平均と標準偏差はTable5に示した。
　分散分析の結果『加害者指導』では，時期要
因は有意で（F  （3, 90） = 7. 60, p < .01　partialη２

＝ .503），順序要因は，有意ではなかった。多重　
比較の結果は，「1回目事前」と「2回目事前」間，「1
回目事後」と「2回目事後」間にそれぞれ差はなく，
「2回目事後」が高く「1回目事後」がこれに続き，
「1回目事前」と「2回目事前」が最も低いもので

あることが示された。この関係をTable6に示した。
　『ルールに沿った手続き』では，時期要因は有
意で（F  （3, 90） = 3. 65, p < .05 partialη２＝ .108），
順序要因は，有意ではなかった。多重比較の結果
は，「1回目事前」と「1回目事後」間，「1回目事前」
と「2回目事前」間，「1回目事前」と「2回目事後」
間にそれぞれ差はなく，「1回目事後」が高く「2
回目事前」が最も低いものであることが示された。
　『早期発見』では，時期要因は有意傾向で（F  

（3. 90） = 2. 54, p < .10 partialη２＝ .078），順序要
因は，有意ではなかった。多重比較の結果は，「1
回目事前」と「1回目事後」間，「1回目事前」と「2
回目事前」間，「1回目事前」と「2回目事後」間，「1
回目事後」と「2回目事前」間，「2回目事前」と「2
回目事後」間にそれぞれ差はなく，「1回目事後」
が最も高く「2回目事後」が最も低いものである
ことが示された。
　以上のことから，『加害者指導』に関しては，
校内研修は認知行動療法の視点を加えた研修会と
いじめ事例の研修会のどちらを先に行うかに関わ
らず，研修会を実施することでいじめ対応教師効
力感が向上することが示された。
　ところで，『加害者指導』に関してパターン図
（Figure3）を見ると，2回目事後で認知行動―事

Table４　校内研修プログラム（事例を基に行ういじめ対応の研修会）の概要
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例の効力感の下位尺度得点が，事例―認知行動よ
り上昇している。これは，有意ではなかったが，
認知行動療法の視点を加えた研修会を行ってから
いじめに対する事例研を行った方が効果的である
可能性が示されたと考えられ，改めて追究する価
値があることだと捉えた。今回有意差が認められ
なかった原因を考えると，知識は１回の研修会で
は獲得することが難しく，1回の研修で認知行動
療法の視点を獲得できる人もいるが，１回では獲

得できない人もいると考えられる。また，研修の
学びと実際の子どもへの対応が，置かれている現
状によって左右されるため，有意差が認められる
ところまでに至らなかったと考えられる。
　『ルールに沿った手続き』と『早期発見』に
関してパターン図（Figure4，Figure5）を見ると，
認知行動療法の視点を加えた研修会と，いじめ事
例の研修会のどちらを先に行うかに関わらず，１
回目事後が一番高い値を示した。これは，いじ

Table５　いじめ対応教師効力感　各得点と分散分析結果

Table６　いじめ対応教師効力感　要因の多重比較

Figure３　『加害者指導』下位尺度得点
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め研修会を経験することが少なく，1回目のいじ
め研修会に新鮮さを感じたため，効力感が向上し
たと考えられる。また，『ルールに沿った手続き』
と『早期発見』に関しての下位尺度得点をみると，
1回目事前と2回目事後に変化がみられないことか
ら，研修会の効果は無かったことが示された。
　『ルールに沿った手続き』に関しては，研修内
容で実際に自校のルールに触れる内容がないた
め，いじめの研修会を行って注意を喚起したとし
ても，自校のルール理解にはつながらず，効力感
は向上しなかったと考えられる。そこで，4月当
初にあらかじめ自校のいじめ基本方針の確認を十
分に行うか，またはルール理解のための研修会を
特化して行う必要があると考えられる。
　『早期発見』に関しては，どちらの研修会もい

じめが発生したところから研修がスタートするた
め，効力感が向上しなかったと考えられる。『早
期発見』についても，それに特化した研修会をし
なければならないと考えられる。
　以上のことから，『ルールに沿った手続き』と『早
期発見』に関しては，質的にも量的にも校内研修
を更に充実させる必要があると考えられる。
　また，『加害者指導』『ルールに沿った手続き』『早
期発見』のそれぞれの効力感は，１回目事後で上
がり，2回目事前で下がるなど，定着しないこと
が示された。それは，効力感は一度向上しても維
持されるものではなく，容易に変化するものであ
ることを示している。つまり，年間繰り返し研修
会を行わなければ，効力感は効果としては定着し
ていかないと考えられる。

Figure４　『ルールに沿った手続き』下位尺度得点

Figure５　『早期発見』下位尺度得点
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　事例研でのグループワークの話し合いの内容に

ついて

　いじめ事例の研修会でのグループワークで話さ
れた内容を，研修会の順序（事例―認知行動と認
知行動―事例）ごとに，「聞く」という行動と，きっ
かけや結果に目を向けた「三項随伴性にそった介
入」の２つにカテゴリー分けを行った。その結果
を Table７に示した。
　直接確率計算により，その偏りを検討したとこ
ろ，p値は0.044（両側検定）で有意であったので，
残差分析を行った。その結果，Bグループのよう
に，三項随伴性に基づくアイディアが多く出され
ているグループがあることが分かった。つまり，
認知行動療法の視点を加えた研修会を受けるか受
けないかに関わらず，「三項随伴性にそった介入」
をする感覚を持っている人がいることが示され
た。これは，知識からではなく，経験から「三項
随伴性にそった介入」が有効的であると感じ，実
践しているためだと考えられる。実験前は，順序
性として「三項随伴性にそった介入」を理解して
いない人に，先に理解の枠組みを提供してからい
じめ事例の研修会を行うことが有効であると考え
ていた。しかし，今回は「三項随伴性にそった介
入」の仕方を経験から習得している人たちにいじ
めの事例の研修会を行ったため，研修会の順序（事
例―認知行動と認知行動―事例）で有意差が表れ
なかったと考えられる。
　研修会を行う前から，認知行動療法の視点を
持っている人はおり，今回はそのような人を増や
すための研修会になったと考えられる。また，認
知行動療法の視点を持っていたとしても，それは
経験の中で育まれたもので漠然としており，明確
な信念になっていないため，今回の研修会で説明

されることで確信に変える研修会になったのでは
ないだろうか。　
　「三項随伴性の視点を入れる」といじめ対応教
師効力感が向上すると考え，今回の実験を行った
が，すでに教員の中には「三項随伴性」という言
葉を知らなくても技術として獲得している人もい
る。そう考えると，今回の研修会は違和感がある
内容ではなく，どの学校でもいじめ対応の技術を
高める研修会として有効であり，今回の研修会で
は，すでに獲得している技術を，新しい言葉と枠
組みで確認したのだと考えられる。
　研修会は，新しい知識を増やすという研修会も
あるが，たくさんの経験から知見として獲得した
ものを，正しい理解で整理する研修会も重要であ
る。また，経験年数が浅い教員に対して合理的に
技術を伝えていくという観点で考えても，今回の
研修会の内容は有効であったと考える。研修会を
通して，三項随伴性にそった「きっかけ」や「結
果」に目を向け，様々な支援方法が考えられるよ
うになったことは，子ども支援という視点からも
重要であったと考える。
　今回実施した研修会の課題は，講義形式で「三
項随伴性の視点」を獲得させようとしたことであ
る。研修を行う側から与えた事例を活用し講義形
式で説明するやり方では，参加者はあまり実感が
伴っていないように見受けられた。そこで，参加
者に過去の経験を振り返らせ，それを事例として
「三項随伴性」を扱うような研修内容に改善する
必要性があると考えられる。
　もう一つの課題は，教員の「保護者対応」に関
しての不安に，研修内容が対応していなかったこ
とが挙げられる。グループワークでは，どのグルー
プでも保護者対応についての会話が多くあった。

Table７　事例研でのグループワークの話し合い内容
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教員は，生徒にどのように対応していくかを考え
ると同時に，保護者への説明の仕方や，学校の対
応への理解を得ることの難しさを語っていた。教
師がいじめ対応で感じている不安は，生徒に指導
できるかという不安と同じくらいに，保護者にも
納得してもらう指導ができるかという不安が大き
いことがうかがわれた。そこで，保護者対応に関
しても「三項随伴性」に合わせて理解するような
内容を，研修会の中で取り扱う必要があったと考
えられる。

総合的な考察

　本研究では，いじめ対応の研修会について認知
行動療法の視点を加えた研修会と，いじめ事例の
研修会の2種類の効果を，新たに作成したいじめ
対応教師効力感尺度で測定した。
　研究1では，いじめ対応に対して教員がどのよ
うな力が必要であると感じているかを明らかに
し，「いじめ対応教師効力感尺度」を作成した。
そこから，『加害者指導』『ルールに沿った手続き』
『早期発見』の３つのいじめ対応教師効力感の因
子が見いだされた。
　研究２では，具体的方略を伝える認知行動療法
の視点を加えた研修会後に，いじめ事例の研修会
を行った方が，研修会の効果は高いと考え実践し
た。しかし，要因として確認されたのは，研修会
の順序には関係なく，研修会自体を行うことで
あった。また，認知行動療法の視点を加えた研修
会といじめ事例の研修会の2種類の研修会は，『加
害者指導』の効力感を向上させることはできるが，
『ルールに沿った手続き』や『早期発見』に関し
ては，効力感が向上しないことが明らかになった。
よって，認知行動療法の視点を加えた研修会やい
じめ事例の研修会とは違った内容で，研修会を行
う必要があることが示された。
　今回の結果から，いじめに関する研修会は，同
じ内容で複数回行うのではなく，それぞれ別の視
点で複数回行わなければいけないことが示され

た。これまで，年に一度いじめ事例の研修会のみ
行っている学校では，『ルールに沿った手続き』
や『早期発見』には対応していないため，効果が
限られる。そこで，『早期発見』や『ルールに沿っ
た手続き』の内容を含めた研修会も行う必要があ
ると考えられる。
　また，教員は「保護者対応」に関しての不安が
大きいことが示された。そこで，保護者との関わ
り方についても「三項随伴性の視点」を取り入れ
た内容を研修会で行う必要があると考える。
　学校現場では，教員は授業力向上や学校安全な
ど，様々な研修が求められており，いじめに関す
る研修会だけを行えばよいというわけではない。
そこで，いじめに関する研修会は，違う視点を交
えるなどの内容の工夫を図り，効果的に行う必要
があると考える。

本研究の課題

　本研究においては，認知行動療法の視点を加え
た研修会といじめ事例の研修会では『ルールに
沿った手続き』や『早期発見』の効力感が変化し
ないことが示唆された。そこで，今後の研究によっ
て『ルールに沿った手続き』や『早期発見』に対
応できる研修プログラムを作成されることが期待
される。
　認知行動療法の視点を加えた研修会に関して
は，過去の体験を丁寧に確認しながら「三項随伴
性」に合わせて理解するような研修会の進め方に
改善される必要があると考える。また，保護者対
応についても「三項随伴性」に合わせて理解する
ような内容を，研修会の中で取り扱う必要がある
と考える。
　認知行動療法の視点を加えた研修会を行ってか
ら，いじめ事例の研修会を行った方が効果的であ
る可能性が示されたことについても，改めて追究
されることが期待される。
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